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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドアが開いた状態で乗場に停車しているエレベータかごの前記乗場と前記かごとの間の
出入口に設けられ、かつ前記エレベータかご内の乗客数の連続的なカウントを提供する方
向性動作検知装置と、
　対応する乗客がそれぞれ携帯し、これらの対応する乗客を識別するために前記エレベー
タかご内でＩＤ信号を送信する複数の携帯用識別番号（ＩＤ）送信装置と、
　前記かごが警備された階床に停車しているときに、前記乗客数の減少を示す前記カウン
トと前記ＩＤ信号とに応答して、前記かごから下車した乗客が前記かごの停車階に入る許
可を受けたＩＤを有するかを判断し、これらの１人またはそれ以上の乗客が許可を受けて
いない場合に、前記階床のドアのロック、警備員への連絡、アラーム状態のセットのうち
の１つまたはそれ以上を実行する信号処理手段と、を含むことを特徴とするエレベータ警
備装置。
【請求項２】
　前記信号処理手段は、前記警備された階床に着く前に、前記乗客のＩＤの数を数えると
同時にこの数を前記乗客のカウントと比較して、未確認の乗客が前記かごに乗車している
場合にこの未確認の乗客の最初の人数を確認し、前記かごが前記警備された階床に停車し
たときに、現時点の乗客のカウントから現時点のＩＤ数を引いて、さらに未確認の乗客の
最初の人数を引いた値がゼロよりも小さいかを判断し、ゼロよりも小さければ、前記階床
のドアのロック、警備員への連絡、アラーム状態のセットのうちの１つまたはそれ以上を
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実行する手段を含むことを特徴とする請求項１記載のエレベータ警備装置。
【請求項３】
　前記信号処理手段は、警備された階床において許可のない乗客が前記かごから下車した
場合にアラームを鳴らす手段を含むことを特徴とする請求項１記載のエレベータ警備装置
。
【請求項４】
　前記方向性動作検知装置は、前記かごに設置された少なくとも１つの動作検知器と、前
記乗場に設置された少なくとも１つの動作検知器と、を含むことを特徴とする請求項１記
載のエレベータ警備装置。
【請求項５】
　前記方向性動作検知装置は、ドップラー動作検知器を含むことを特徴とする請求項１記
載のエレベータ警備装置。
【請求項６】
　前記ドップラー動作検知器は、前記かごに設置されていることを特徴とする請求項５記
載のエレベータ警備装置。
【請求項７】
　ドアが開いた状態で乗場に停車しているエレベータかごの前記乗場と前記かごとの間の
出入口に設けられ、かつ前記エレベータかご内の乗客数の連続的なカウントを提供する方
向性動作検知装置と、
　対応する乗客がそれぞれ携帯し、これらの対応する乗客を識別するために前記エレベー
タかご内でＩＤ信号を送信する複数の携帯用識別番号（ＩＤ）送信装置と、
　前記かごが警備された階床に停車しているときに、前記乗客数の減少を示す前記カウン
トと前記ＩＤ信号とに応答して、前記かごから下車した乗客が前記かごの停車階に入る許
可を受けたＩＤを有するかを判断し、これらの１人またはそれ以上の乗客が許可を受けて
いない場合に、前記階床のドアのロック、警備員への連絡、アラーム状態のセットのうち
の１つまたはそれ以上を実行する信号処理手段と、を含み、前記信号処理手段は、前記カ
ウントと前記ＩＤとに応答して、ドアが完全に閉じていない状態で前記かごが乗場に停車
しているときに、前記かご内で待機中の各乗客が前記かごの運行許可を有しているかを判
断し、さらに、前記ＩＤの数と前記カウントとを比較することで前記かご内に未確認の乗
客がいるかを判断し、前記待機中の全ての乗客が前記運行許可を受けていない限りは前記
エレベータかごの安全チェーンを中断して該エレベータかごの運転を防止することを特徴
とするエレベータ警備装置。
【請求項８】
　（ａ）通常の各乗客にこれらの乗客に割り当てられたＩＤを送信する携帯用装置を与え
、
　（ｂ）乗場に着く前にエレベータかご内で前記通常の各乗客のＩＤを確認し、
　（ｃ）前記乗場で乗客が前記かごから下車した後に、残る各乗客のＩＤを確認し、
　（ｄ）残る各乗客のＩＤと前記通常の乗客のＩＤとを比較して、前記乗場で前記かごか
ら下車した通常の乗客のＩＤを確認し、
　（ｅ）前記かごを乗車または下車する乗客の動作を検知して、前記かご内の乗客数の連
続的なカウントを提供し、
　（ｆ）前記乗場に着く前の前記かご内の乗客数のカウントと、前記乗場に停車時の前記
かご内の乗客数のカウントと、を比較して、前記乗場で前記かごを下車した乗客数を確認
し、
　（ｇ）前記乗場で前記かごを下車した前記乗客のうちで前記乗場に入る許可がない乗客
がいるか否かを判断し、許可がない乗客がいた場合には、前記階床のドアのロック、警備
員への連絡、アラーム状態のセットのうちの１つまたはそれ以上を実行することを特徴と
するエレベータ乗場の警備方法。
【請求項９】
　ステップ（ｇ）は、アラームを鳴らすことを含むことを特徴とする請求項８記載のエレ
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ベータ乗場の警備方法。
【請求項１０】
　ステップ（ｅ）は、前記かごに設置された少なくとも１つの動作検知器と、前記乗場に
設置された少なくとも１つの動作検知器と、を含む装置によって実行されることを特徴と
する請求項８記載のエレベータ乗場の警備方法。
【請求項１１】
　前記方向性動作検知装置は、ドップラー動作検知器を含むことを特徴とする請求項８記
載のエレベータ乗場の警備方法。
【請求項１２】
　（ａ）通常の各乗客にこれらの乗客に割り当てられたＩＤを送信する携帯用装置を与え
、
　（ｂ）乗場に着く前にエレベータかご内で前記通常の各乗客のＩＤを確認し、
　（ｃ）前記乗場で乗客が前記かごから下車した後に、残る各乗客のＩＤを確認し、
　（ｄ）残る各乗客のＩＤと前記通常の乗客のＩＤとを比較して、前記乗場で前記かごか
ら下車した通常の乗客のＩＤを確認し、
　（ｅ）前記かごを乗車または下車する乗客の動作を検知して、前記かご内の乗客数の連
続的なカウントを提供し、
　（ｆ）前記乗場に着く前の前記かご内の乗客数のカウントと、前記乗場に停車時の前記
かご内の乗客数のカウントと、を比較して、前記乗場で前記かごを下車した乗客数を確認
し、
　（ｇ）前記乗場で前記かごを下車した前記乗客のうちで前記乗場に入る許可がない乗客
がいるか否かを判断し、許可がない乗客がいた場合には、前記階床のドアのロック、警備
員への連絡、アラーム状態のセットのうちの１つまたはそれ以上を実行し、
　（ｈ）運行のために乗場を離れる前に前記かご内の乗客数のカウントと、前記かご内の
ＩＤを有する乗客数と、を比較して未確認の乗客が前記かご内にいるかを確認し、
　（ｉ）運行のために乗場を離れる前に各乗客のＩＤを確認し、
　（ｊ）前記カウントと前記ＩＤによって、前記かご内の乗客で前記運行の許可を受けて
いない乗客がいるかを判断し、許可を受けていない乗客がいれば前記かごが前記運行を行
うのを防止することを特徴とするエレベータの警備方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、エレベータに出入りする人およびエレベータによってビルの各階の乗場に出入
りする人の許可の監視に関する。
【０００２】
【背景技術】
警備の目的で、許可のない乗客がエレベータに乗車した場合にエレベータの始動を防止す
ることが知られている。乗客は、一般に無線周波数（ＲＦ）や赤外線（ＩＲ）電磁放射を
利用して識別番号（ＩＤ）を発する携帯用装置を携帯する。本出願人が有する１９８８年
６月７日出願の米国特許出願第０９／１１１，３５５号では、エレベータ装置は、乗客が
自動入力された行先階呼びに応答するように割り当てられたエレベータ以外のエレベータ
に乗車した場合にこれを確認する。しかし、従来の装置では、エレベータの利用許可を有
する乗客が許可のない階で下車した場合、または携帯用装置を持たない乗客が許可なくエ
レベータに乗車した場合にこれを確認することができない。
【０００３】
【発明の開示】
本発明の目的には、許可のない乗客が、運行が制限されたエレベータへの乗車を試みた場
合、または警備された階床の乗場でエレベータを下車した場合にこれを確認するとともに
、ＩＤを持たない乗客がエレベータに乗車している場合またはエレベータを下車した場合
にこれを確認することを含む。
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【０００４】
本発明によると、ビルの警備された階床の各エレベータの入口に設けられた方向性動作検
知器は、エレベータがドアの開いた状態で停車しているときにエレベータを乗車および下
車する乗客数を数えて、現在の乗客数のカウントを維持する。携帯用のＩＤ送信装置を着
用した乗客のポーリングによって、未確認の乗客がエレベータに乗っているかどうか、ま
たどの特定の既知の乗客がエレベータに乗っているかが確認され、デフォルトで警備階床
において許可のない乗客がエレベータから下車したかが判断される。下車する乗客のＩＤ
番号と許可を有する乗客のＩＤ番号の比較により、許可のない人または未確認の人が警備
階床でエレベータから降りた場合にアラームがセットされる。さらに、その階床のドアを
ロックし、警備員に連絡することができるとともに／またはアラーム状態をセットするか
アラームを鳴らすことができる。
【０００５】
さらに、本発明によると、エレベータを乗車または下車する乗客数が数えられ、検知され
たＩＤの数は、ＩＤを有していない乗客が乗車しているかを示す。これらのＩＤは、警備
されたエレベータの運行許可と比較され、エレベータの乗客を特定の警備された運行の許
可を受けたものに制限し、そうでなければかごを使用禁止にする。
【０００６】
１つの実施例では、昇降路ドア入口のいずれかの側の動作検知器と、エレベータドア入口
のいずれかの側の動作検知器と、のどちらの装置によって動作が最初に検知されるかによ
って、差異に基づいて乗客の動作方向を判断する。本発明の第２の実施例では、（自動ド
アから出るのを防止するために店舗で使用される種類の）ドップラー動作検知器が、乗客
の動作方向を判断する。
【０００７】
本発明の他の目的、特徴、および利点は、本発明の例示的実施例に関する以下の詳細な説
明および図面によってより明らかになる。
【０００８】
【発明を実施するための最良の形態】
図１を参照すると、一対のエレベータ６，７が、かご操作盤９を備えるかご室８と、ガイ
ドレール１１と、ガイドレールを有する釣合いおもり１３と、ドア１６と、をそれぞれ含
む。これらのエレベータは、階床の乗場１８にサービスを提供するようにビル１７内に配
置され、エレベータへの出入りは昇降路ドア２０を通して行われる。ここまでの説明は、
従来のエレベータ装置に関する。
【０００９】
本発明では、許可を有する全ての乗客が、対応する乗客に割り当てられたＩＤ番号を送信
する従来の携帯用装置を携帯する。このようなＩＤは、（ガソリンスタンドなどで使用さ
れる）受動ＲＦＩＤまたは他のＲＦやＩＲ送信器とすることができる。
【００１０】
本発明では、各エレベータは、従来のものとすることができる一対の動作検知器２２を備
えており、これらの動作検知器は、隣接する乗場１８ではなく、エレベータかご６，７内
の動作のみを検知するような感度パターンを有する。各乗場１８には、従来のものとする
ことができる一対の動作検知器２３が、各昇降路ドア２０に隣接して設けられており、こ
れらの動作検知器は、エレベータ６，７内の動作ではなく、乗場１８における動作のみを
検知するような感度パターンを有する。例えば、乗客が乗場１８からエレベータ７内に移
動すると、動作検知器２３は、検知器２２より先に信号を提供するので、乗客が乗車方向
に移動したことが指示される。例えば、乗客がエレベータ７を降りると、動作検知器２２
は、動作検知器２３より先に信号を提供するので、乗客が下車方向に移動したことが指示
される。
【００１１】
図２では、本発明の他の実施例における各エレベータが、従来のものとすることができる
ドップラー動作検知器２５を備えており、この動作検知器は、入口の上などの適切な位置
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に設けられるとともに特定の装置に適するようにあらゆる従来の方法で取付可能である。
同様に、エレベータホール１８から昇降路ドア２０を通る各エレベータへの入口にも、従
来のものとすることができるドップラー動作検知器２６を設けることができ、この動作検
知器は、入口の上などの適切な位置に設けられるとともに本発明の特定の実施に適するよ
うにあらゆる従来の方法で取付可能である。例えば、エレベータ７に乗客が乗車すると、
検知器２５が信号を提供し、これに対して検知器２６は信号を提供しない。また、例えば
、エレベータ７から乗客が降りると、検知器２６が信号を提供し、これに対して検知器２
５は信号を提供しない。従って、検知器２５からの信号は、乗客が乗車方向に移動したこ
とを示し、検知器２６からの信号は、乗客が下車方向に移動したことを示す。検知器２２
，２３，２５，２６は、本発明の機能（図３参照）に情報を提供するとともに出発管理ま
たは他の目的のために乗客数を連続的にカウントするために利用可能である。検知器２２
，２５は、ビルの中に配置されたプロセッサと移動ケーブルまたはエレベータとビルとの
間で用いられる他の通信媒体によって接続される。検知器２３，２６は、電線または他の
適切な方法によってプロセッサに接続される。
【００１２】
図３を参照すると、検知器２２，２３，２５のいずれかと関連するハードウェアが、乗客
が乗車方向に移動したことを検知した場合に、乗車割込み２９によって、ステップ３０で
エレベータかご内の乗客数を連続的にカウントするＰカウンタが増加される。続いて、戻
り点３１を介して他のプログラムに戻る。同様に、検知器２２，２３，２６のいずれかと
関連するハードウェアが、乗客が下車方向に移動したことを検知した場合に、下車割込み
３２によって、ステップ３３でＰカウンタが減少される。プログラムは、入口点３４を通
って定期的にカウントリセットルーチンに達し、テスト３５によってエレベータが停止さ
れるか否かを判断する。停止とは、ドアを閉じ、かつモータを切った状態でエレベータを
停車させることである。エレベータがこのように停止される場合には、テスト３５の肯定
の結果によって、ステップ３６でＰカウンタを全てゼロにリセットし、エレベータの運転
が再開されたときに確実に正しいカウントで開始されるようにする。エレベータが停止さ
れない場合には、テスト３５の否定の結果によって、戻り点３１を介して他のプログラム
に達する。
【００１３】
図４を参照すると、本発明を実施するために実行可能な運行警備機能の例示的なダイヤグ
ラムが示されており、入口点３６を通って運行警備サブルーチンへ入ることを含む。第１
のテスト３７が、運行アラームがセットされたか否かを判断する。初期状態ではセットさ
れていないので、テスト３８で、エレベータドアが完全に閉じているか否かを判断する。
ドアが完全に閉じていれば、図４のルーチンの残りの部分がバイパスされ、戻り点３９を
介して他のプログラムに戻る。ドアが少なくとも部分的に開いている場合には、テスト３
８の否定の結果により、テスト４０に達して以下で説明する時間遅延が実行中か否かを確
認する。時間遅延は、初期状態では実行されていないので、テスト４１で警備された運行
であるか否かを判断する。警備されていなければ、図４の残りの部分が戻り点３９を介し
てバイパスされる。しかし、警備された運行であれば、ルーチンが続いて実行され、ステ
ップ４２で安全停止フラグをセットする。安全停止フラグは、後にフラグがリセットされ
ない限り、エレベータの安全チェーンと相互に作用してエレベータの運転を完全に防止す
る。これにより、エレベータの全ての乗客がその特定の警備された運行に関して許可を受
けていない限りエレベータの運転を不能にするという安全機構が得られる。続いて、サブ
ルーチン４３で乗客のＩＤがポーリングされ、ステップ４４で値Ｉを応答したＩＤの数と
等しくセットする。そして、サブルーチン４５で乗客のＩＤを照合し、（特定の時間帯に
おける特定のエレベータ、または他の方法で規定される）特定の運行に関する許可を有す
るかを確認する。全ての乗客が運行許可を有しているのでない場合には、テスト４６の否
定の結果によりステップ４９に達して（ドアが開いているか否かにかかわらず）ドアを強
制的に開くとともに、ステップ５０でエレベータに許可のない人が乗車しているというア
ナウンスをし、エレベータに間違って乗車した人がエレベータから降りることを期待して
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これを促す。アナウンスに続いて、テスト５１で時間間隔調整が実行中か否かを判断する
。時間間隔調整は、初期状態では実行されていないので、テスト５１の否定の結果により
、ステップ５２に達して間隔タイマを起動するとともに、ステップ５３で時間間隔調整が
実行中であることを示す時間調整ラッチをセットする。続いて、戻り点３９を介して他の
プログラムに達する。
【００１４】
図４のルーチンを次に通るときには、テスト３７，３８の結果は、否定となるが、今回は
テスト４０が肯定となり、テスト５５で時間間隔が時間切れとなっているか否かを判断す
る。時間切れでなければ、サブルーチン４３，４５で乗客が再びポーリングされるととも
に照会され、依然として許可のない人が乗車している場合には、テスト４６の否定の結果
により、ステップ５０で再び許可のない乗客に関するアナウンスを行う。典型的なシステ
ムでは、アナウンスは、プロセッサで図４のルーチンに繰り返し到達するのに要する時間
よりも多くの時間を要し、アナウンスが取り消されるまでアナウンスが繰り返されるよう
にアナウンスプロセスが単に維持され、次の何度かの通過においてステップ５０が冗長と
なる。今回は、テスト５１が肯定となり、ステップ５２，５３がバイパスされて戻り点３
９を通って他のプログラムに達する。このプロセスは、テスト４０の肯定の結果、テスト
５５の否定の結果、テスト４６の否定の結果、およびテスト５１の肯定の結果により、許
可のない乗客が全てエレベータかごから下車するか間隔タイマが時間切れとなるまで続き
得る。間隔タイマが時間切れになったと仮定すると、図４のルーチンの通過によりテスト
４０とテスト５５の結果が肯定となり、ステップ５６で運行アラームがセットされる。こ
の運行アラームは、エレベータの安全停止フラグをセットされたままとし、これにより安
全チェーンが中断されるとともに、アラーム状態が続く間中はエレベータを現在の位置に
停車させる。ステップ５７，５８で、許可のないＩＤと、乗客数とＩＤの数との違いを記
憶することができ、これによりアラームがセットされた理由が示され、続いてステップ５
９で時間間隔フラグをリセットする。図４のルーチンの次の通過は、テスト３７の肯定の
結果を通り、テスト６０の否定の結果により、全てのルーチンがバイパスされ、警備員が
責任を引き受けるまで現状を保存する。運行アラームリセットボタンが押されると、ステ
ップ６１でアラーム状態がリセットされる。
【００１５】
許可のないＩＤを有する乗客がエレベータかごを下車したと仮定すると、図４のルーチン
の次の通過において、テスト４６の肯定の結果により、テスト６４に達し、乗客数がＩＤ
の数を超えているかを確認する。超えていれば、テスト６４の肯定の結果により、テスト
４６の否定の結果に関して上述した全ての機能が引き起こされる。未確認の人がいない場
合には、テスト６４の否定の結果によりステップ６５に達し、テスト４０，５１で利用さ
れた時間間隔調整フラグがリセットされる。このステップは、初めから許可のない乗客が
いなかった場合には冗長となり得る。ステップ６６は、安全停止をリセットしてエレベー
タかごを移動可能とし、ステップ６２は、アナウンスを取り消し、アナウンスが行われて
いる場合にはこれを中止するが、エレベータに許可のない乗客が乗車していなかった場合
には冗長となる。ステップ６３は、強制的にドアを開けるフラグをリセットし、従来のド
アを閉じるルーチンに安全確認が正常に完了したことを指示し、続いてドアを閉じるルー
チンが開始され得る。
【００１６】
図４に示した機能は、ドアが完全に閉じていない限り実行され続ける。よって、ぎりぎり
の瞬間に乗客が乗車した場合でも、ステップ４２で安全停止フラグが再度セットされる。
そして、上述したように、ルーチンにより一定時間内に降りるように乗客を促すか、また
は安全停止フラグが設定された状態でアラームが最終的にセットされ、これによりエレベ
ータが動作不能となる。
【００１７】
図５では、入口点６７を通って階床警備ルーチンに達し、第１のテスト６８でドアが完全
に閉じているか否かが判断される。ドアが完全に閉じていれば、乗客数が変化しないので
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、テスト６８の肯定の結果によりサブルーチン６９に達して乗客のＩＤをポーリングする
。次にステップ７０で応答するＩＤのリストを記憶し、ステップ７２で数値Ｉをポーリン
グによって確認されたＩＤの数と等しくセットし、ステップ７３で数値Ｕがかご内の未確
認の乗客数を示すように、数値ＵをＰ－１に等しくセットし、ステップ７４で数値Ｎをか
ご内の現在の人数Ｐに等しくセットする。そして、戻り点７６を介して他のプログラムに
戻る。
【００１８】
図５のルーチンを次に通過するときに、ドアが部分的にでも開いていれば、テスト６８の
否定の結果によりテスト７７に達し、かご（Ｃ）の階床が警備された階床か否かを判断す
る。警備されていなければ、図５の他の機能はバイパスされ、戻り点７６を介して他のプ
ログラムに達する。しかし、階床が警備されていれば、テスト７８によって、この階床に
着いたときのかご内の乗客数Ｎが現在の乗客数Ｐよりも大きいか、すなわち乗客数が減少
したかが確認される。乗客数が減少していれば、サブルーチン７９でかご内の全ての乗客
の携帯用装置をポーリングしてそのＩＤを確認し、ステップ８０ａでＩをかご内の現在の
ＩＤの数に等しくセットする。続いて、サブルーチン８０ｂは、現在エレベータ内にいる
乗客と移動中にサブルーチン６９で作成した乗客のリストとを比較して、いなくなった全
ての乗客のＩＤが、エレベータの停車した特定階の許可を有する乗客リストに載っている
かどうかを確認することで下車安全確認を行う。続いて、テスト８１で下車した全ての乗
客が許可を有していたかを確認する。全ての乗客が許可を有していなければ、ステップ８
２で許可なく下車した人のＩＤを記憶する。次に、ステップ８３で、その階床の全てのド
アをロックし、ステップ８４で警備員に連絡するとともに、ステップ８５でアラームをセ
ットする。所望であれば、許可のない乗客に彼らが検知されたことを警告しないように、
アラームの設定は可聴アラームを鳴らすことを含まない場合もある。
【００１９】
反対に、下車した全ての乗客のＩＤが許可を受けていた場合には、テスト８１の肯定の結
果により、ステップ８２～８５がバイパスされる。ＩＤを有する乗客が警備された階床に
許可なく下車したか否かにかかわらず、（ＩＤを有していない）未確認の乗客が警備され
た階に下車したかを確認するためにテストを行う必要がある。従って、テスト８８で、現
在の総乗客数ＰからＩＤを持っている乗客の数Ｉを引き、さらに最初に未確認だった乗客
数Ｕを引いた値がゼロよりも小さいかを確認する。これは、かごが階床に着いた後に未確
認の乗客数が減少した場合にのみ起こる。このカウントがゼロよりも小さくなければ、テ
スト８８の否定の結果により、戻り点７６を介してルーチンの残りの部分がバイパスされ
る。これは、アラームがすでにセットされたか否かにかかわらず実行される。反対に、未
確認の人が警備された階でエレベータから降りた場合には、テスト８８の肯定の結果によ
りステップ９０に達してエレベータかごから降りた未確認の人数を記憶し、テスト８３で
階床のアラームがセットされたか否かを確認する。アラームがセットされていれば、ステ
ップ８３～８５の機能を実行する意味がないので、テスト９３の肯定の結果により、戻り
点７６を通って残りのプログラムがバイパスされる。しかし、ＩＤを有する許可のない乗
客がエレベータから降りたことが検知されていなければ、ステップ８５で階床アラームが
セットされていないので、ステップ９３の否定の結果により、ドアをロックし、警備員に
連絡し、かつ階床アラームをセットする連続するステップ９５～９７が実行される。乗客
数が減少していなければ、テスト７８の否定の結果によってステップおよびテスト７９～
９７がバイパスされる。かごが警備された階床に停車されなければ、テスト７７の否定の
結果によって全てのステップおよびテスト７７～９７がバイパスされる。
【００２０】
図３～図５の説明は、単に例示的なものであり、本発明の利用法には種々のものがある。
【００２１】
上述した特許出願は、参照文献として本発明に含まれる。
【００２２】
従って、本発明は、例示的な実施例に従って開示および説明したが、当業者であれば分か
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るように、本発明の趣旨および範囲から逸脱せずに上述およびその他の種々の変更、省略
、および追加を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る動作検知器の対を利用する一対のエレベータの平面図である。
【図２】　本発明に係るドップラー動作検知器を利用する一対のエレベータの平面図であ
る。
【図３】　本発明の原理を説明する機能フローチャートである。
【図４】　本発明の原理を説明する機能フローチャートである。
【図５】　本発明の原理を説明する機能フローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図５】
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